
あずみ野デイセンターご利用料金表

２００９年４月１日改定

①通所介護の基本料金

●利用時間が６～８時間（通常のご利用料金）

介 護 度 利 用 料 金 介護保険適用時の料金

要介護１ ６，４８０円 ６４８円

要介護２ ７，５５０円 ７５５円

要介護３ ８，６２０円 ８６２円

要介護４ ９，６９０円 ９６９円

要介護５ １０，７７０円 １，０７７円

●利用時間が４～６時間

介 護 度 利 用 料 金 介護保険適用時の料金

要介護１ ４，８６０円 ４８６円

要介護２ ５，６３０円 ５６３円

要介護３ ６，３９０円 ６３９円

要介護４ ７，１６０円 ７１６円

要介護５ ７，９２０円 ７９２円

●利用時間が３～４時間

介 護 度 利 用 料 金 介護保険適用時の料金

要介護１ ３，６５０円 ３６５円

要介護２ ４，１８０円 ４１８円

要介護３ ４，７２０円 ４７２円

要介護４ ５，２５０円 ５２５円

要介護５ ５，７９０円 ５７９円

※心身の状況その他利用者のやむを得ない事情により長時間の利用が困難な場合２～３時
間の利用もできます。
利用料金は３～４時間の料金の１００分の７０の割合を乗じた金額となります。(下表参照)

●利用時間が２～３時間

介 護 度 利 用 料 金 介護保険適用時の料金

要介護１ ２，５６０円 ２５６円

要介護２ ２，９３０円 ２９３円

要介護３ ３，３００円 ３３０円

要介護４ ３，６８０円 ３６８円

要介護５ ４，０５０円 ４０５円



②通所介護の加算料金

介護保険適用時の
種 別 利用料金

料 金

入浴加算 ５００円 ５０円

サービス提供体制強化加算(Ⅰ) １２０円 １２円

サービス提供体制強化加算(Ⅱ) ６０円 ６円

若年性認知症利用者受入加算 ６００円 ６０円

※入浴加算は入浴した場合加算されます。また、若年性認知症利用者受入加算は、第２号被
保険者で認知症の日常生活自立度３以上の方が利用した場合加算されます。
尚、要支援１及び要支援２の方につきましては、入浴した場合でも、加算料金は頂きません。
※２００９年４月１日よりサービス提供体制強化加算（Ⅱ）を適用さてていただきます。

③介護予防通所介護の利用料金

●基本料金（利用時間の定めはありません:１月あたりの料金です）
介 護 度 利 用 料 金 介護保険適用時の料金

要支援１ ２２，２６０円 ２，２２６円

要支援２ ４３，５３０円 ４，３５３円

●介護予防の付加サービスの利用料（１月あたりの料金です）
介護保険適用時の

種 別 利用料金
料 金

アクティビティ加算 ５３０円 ５３円
要支援１ ４８０円 ４８円

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
要支援2 ９６０円 ９６円
要支援１ ２４０円 ２４円

サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
要支援2 ４８０円 ４８円

※入浴加算については通所介護のみ算定されます。

④介護保険給付の対象とならないサービス
●食費（１食：おやつ代含む）４５０円(本人の希望による嗜好品は実費を頂きます）
●通常のサービス提供地域以外の送迎３７円(１㌔メートルにつき)
※通常のサービス提供地域は弘前市、黒石市、平川市、南津軽郡、中津軽郡

●おむつ等
おむつの種類 単 価

尿取りパット ２５円

フラットタイプ紙おむつ ３５円

テープ留めタイプ １００円

リハビリパンツ １５０円

ひげ剃り用カミソリ ５０円

⑤利用料金の支払方法
サービス利用に係る自己負担、その他の実費等の料金は、原則とし
て毎月１０日迄に前月分の請求をいたします（介護認定等の都合により
遅れれる場合があります）請求書を受け取ってから２０日以内に現金支
払または指定口座に振込によりお支払い下さい。
お支払い頂きますと請求書兼領収書に領収印を押印いたします。
またゆうちょ銀行口座からの自動引落によるお支払いもできますの
でご希望の方はお申し出下さい。

⑥その他
ご不明の点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

※おむつ・カミソリ及び昼
食の食材費、送迎費のご
利用料金については月末
に精算し翌月のご請求と
致します。


